
総
務
省
は
3
月
26
日
、
「
町
村

議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

会
」
（
座
長
�
小
田
切
徳
美
・
明

治
大
学
農
学
部
教
授
）
の
報
告
書

を
公
表
し
た
（
概
要
を
下
掲
）
。

報
告
書
は
、
29
年
7
月
27
日
か
ら

30
年
3
月
6
日
ま
で
全
7
回
開
催

さ
れ
た
研
究
会
の
内
容
を
取
り
ま

と
め
た
も
の
。

全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

山
田
一
仁
札
幌
市
議
会
議
長
）
は
、

同
日
、
報
告
書
に
対
す
る
会
長
コ

メ
ン
ト
を
発
表
し
た
（
2
面
掲
）
。

コ
メ
ン
ト
で
は
▽
町
村
総
会
が
早

々
に
困
難
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い

る
▽
関
係
市
町
村
議
会
な
ど
現
場

の
意
見
聴
取
が
な
さ
れ
て
い
な
い

▽
地
方
分
権
の
中
で
議
会
権
限
が

拡
充
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
政

策
と
逆
行
す
る
―
な
ど
を
述
べ
て

お
り
、
同
じ
く
26
日
に
全
国
町
村

議
会
議
長
会
（
会
長
�
櫻
井
正
人

・
宮
城
県
利
府
町
議
会
議
長
）
が

発
表
し
た
意
見
に
も
同
旨
の
記
述

が
み
ら
れ
た
。

研
究
会
の
開
催
状
況
、
報
告
書

な
ど
に
つ
い
て
は
総
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.sou

m
u.go.jp/m

ain_sosiki/ke
nkyu/choson_gikai/index.
htm
l

）
に
、
会
長
コ
メ
ン
ト
に
つ

い
て
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

Ⅰ

社
会
状
況
の
変
化
と
小
規
模

市
町
村
に
お
け
る
議
員
の
な
り

手
不
足

明
治
、
昭
和
、
平
成
の
3
度
の

合
併
に
よ
り
、
市
町
村
数
は
、
明

治
21
年
の
7
万
超
か
ら
平
成
22
年

の
約
1
7
0
0
団
体
ま
で
減
少
し

た
が
、
人
口
や
面
積
は
拡
大
し
た
。

近
年
、
特
に
町
村
を
中
心
と
し

て
、
議
員
の
な
り
手
不
足
が
指
摘

さ
れ
、
27
年
統
一
地
方
選
挙
で
の

無
投
票
当
選
者
の
割
合
は
、
人
口

1
0
0
0
人
以
上
1
万
人
未
満
は

約
27
％
、
1
0
0
0
人
未
満
は
約

65
％
と
、
小
規
模
に
な
る
ほ
ど
切

迫
し
て
い
る
。
29
年
の
高
知
県
大

川
村
に
お
け
る
町
村
総
会
設
置
の

検
討
は
、
小
規
模
市
町
村
で
の
議

員
の
な
り
手
不
足
の
深
刻
さ
の
象

徴
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、

特
に
小
規
模
市
町
村
に
対
象
を
絞

っ
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
と
し
た
。

議
員
の
な
り
手
不
足
の
要
因
と

し
て
、
人
口
が
少
な
く
事
業
所
が

限
ら
れ
る
小
規
模
市
町
村
で
は
、

兼
職
や
請
負
の
禁
止
に
よ
り
、
公

務
部
門
の
人
材
や
市
町
村
と
取
引

関
係
が
あ
る
事
業
者
が
議
員
に
な

り
得
な
い
こ
と
に
よ
る
影
響
が
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ

町
村
総
会
に
つ
い
て

町
村
総
会
に
類
似
し
た
制
度
は

諸
外
国
に
も
存
在
し
て
い
る
。
ア

メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

地
方
や
ス
イ
ス
の
例
か
ら
、
町
村

総
会
を
成
立
さ
せ
る
に
は
①
定
足

数
を
設
け
な
い
②
審
議
と
採
決
を

分
離
し
、
住
民
投
票
で
採
決
す
る

③
全
員
で
は
な
く
、
一
定
の
住
民

代
表
か
ら
構

成
す
る
―
こ

と
を
検
討
す

る
必
要
が
あ

る
。
①
、
②

は
議
事
機
関

と
し
て
の
正

統
性
に
疑
義

が
あ
り
、
③

は
結
局
選
挙

に
よ
り
議
員

を
選
出
す
る

こ
と
が
必
要
。

住
民
が
一

堂
に
会
す
る

町
村
総
会
は
、

現
在
、
実
効

的
な
開
催
は

困
難
。
議
員

の
な
り
手
不

足
対
策
は
、
い
か
に
小
規
模
市
町

村
に
と
っ
て
持
続
可
能
な
議
会
を

実
現
す
る
か
の
検
討
が
必
要
。

Ⅲ

持
続
可
能
な
議
会
の
実
現

議
員
の
な
り
手
不
足
対
策
は
、

主
体
的
な
議
会
改
革
の
積
極
的
な

展
開
な
ど
現
行
議
会
の
維
持
を
前

提
に
①
専
業
的
活
動
を
行
う
少
数

の
議
員
が
首
長
と
と
も
に
市
町
村

運
営
に
常
時
注
力
す
る
「
集
中
専

門
型
」
②
本
業
を
別
に
持
ち
つ
つ
、

非
専
業
的
な
議
員
活
動
を
可
能
と

す
る
「
多
数
参
画
型
」
―
の
2
つ

の
方
向
性
が
考
え
ら
れ
る
（
議
会

の
あ
り
方
イ
メ
ー
ジ
は
表
参
照
）
。

①
に
つ
い
て
。
「
公
務
員
の
立

候
補
の
支
障
を
緩
和
す
る
仕
組

み
」
と
し
て
公
務
員
の
立
候
補
退

職
後
の
復
職
制
度
（
ｄ
）
を
設
け

る
。
復
職
申
し
出
は
、
選
挙
に
落

選
し
た
場
合
は
辞
職
し
た
日
か
ら

1
年
以
内
、
当
選
し
た
場
合
は
任

期
満
了
（
一
期
に
限
る
、
任
期
途

中
で
辞
職
し
た
場
合
は
辞
職
日
）

後
1
年
以
内
に
限
る
な
ど
期
間
の

明
確
化
が
必
要
。

「
住
民
参
画
の
仕
組
み
」
と
し

て
、
議
会
参
画
員
（
ｇ
）
を
設
け

る
。
条
例
、
予
算
、
決
算
そ
の
他

重
要
な
議
案
に
対
し
意
見
を
述
べ

る
が
、
議
決
権
や
議
案
提
出
権
は

議
員
の
み
に
あ
る
。

②
に
つ
い
て
。
「
議
決
事
件
の

限
定
と
請
負
禁
止
の
緩
和
の
仕
組

み
」
と
し
て
、
議
決
事
件
を
除
外

（
ｂ
）
、
請
負
禁
止
を
緩
和
（
ｄ
）

す
る
。
予
算
や
決
算
の
議
決
は
必

須
だ
が
、
契
約
締
結
や
財
産
処
分

な
ど
を
議
決
事
件
か
ら
除
外
す
る

場
合
に
は
一
定
の
監
視
ス
キ
ー
ム

の
導
入
が
、
請
負
禁
止
を
緩
和
す

る
場
合
に
は
議
員
活
動
の
信
用
を

確
保
す
る
ス
キ
ー
ム
が
必
要
。

各
市
町
村
で
①
や
②
を
選
択
す

る
際
に
は
、
十
分
に
住
民
の
意
見

を
聴
い
た
上
で
判
断
す
る
必
要
が

あ
る
。
制
度
上
実
現
可
能
と
す
る

場
合
、
よ
り
拡
張
性
の
あ
る
制
度

設
計
も
視
野
に
入
れ
、
今
後
、
現

場
も
含
め
た
各
方
面
の
声
を
聞
き
、

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
具
体
化
を
図

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

町
村
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る

研
究
会
報
告
書
の
概
要

第2045号4月15日平成30年
（２０１8年）

② 多数参画型

従たる職務として非専業的に活動

契約・財産などに関する議決事
件を除外

生活給保障なし、多数の者から
なる議員構成、選出方法の見直し

請負禁止を緩和、他の自治体の
常勤の職員との兼職可能

通年会期制による審議日程の分
散、夜間・休日中心

立候補や議員活動（夜間・休日中
心）に係る休暇の取得などにつ
いて不利益取り扱いを禁止

多数の有権者が議員として参画

① 集中専門型

主たる職務として専業的に活動

地方自治法第96条第1項を維持
（積極的に同条第2項を活用し、
政策形成に関与）

生活給を保障する水準、少数の
者からなる議員構成

請負禁止を維持、公務員の立候
補退職後の復職制度

本会議審議（委員会制なし）、平
日昼間中心

立候補に係る休暇の取得などに
ついて不利益取り扱いを禁止

議会参画員の活用

⒜議員活動

⒝権限

⒞議員報酬
・定数など

⒟兼職禁止
・請負禁止

⒠議会運営

⒡勤労者の
参画

⒢住民参画

会
長
コ
メ
ン
ト
を
発
表

町
村
議
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会

報
告
書
に
対
し
て

表
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本日、総務省の「町村議会のあり方に関する研
究会」から、今後の市町村議会のあり方について
基本的な方向性を示す報告書が出された。
小規模町村における地方議会議員のなり手不足

問題を背景に、昨年、高知県大川村から町村総会
開催に係る課題が提起されたことを契機に設けら
れた研究会の提言である。論点は多岐に渡ってい
るものの、町村総会の可能性については早々に実
効的な開催は困難であると結論付けされている。
また、これまで議会運営の改革に主体的に取り

組んできた町村議会等が要望してきた議員の請負
禁止の緩和や公営選挙の拡充などの諸課題につい
ても、掘り下げて検討がなされた経緯は見当たら
ない。主として小規模市町村を念頭に、「集中専
門型議会」と「多数参画型議会」という二つの新
たな議会を自主的に選択できる制度の創設とその
附帯的課題について提言することに主眼が置かれ
ている。
自主的な選択を前提とする制度提言とはいえ、

小規模市町村における議会のあり方を大きく変容
させる抜本的な改革を求めるものである。にもか
かわらず、提言に当たって事前に関係市町村議会
など地方自治の現場の意見聴取がなされていない。
「集中専門型議会」については、少数の議員に

よって議会が構成され、専業的な活動を行う議員
が首長とともに市町村の運営に常時注力する方式
が構想されている。二元代表制としての議会と首
長の望ましい緊張関係の維持に障害とならないか、
議会参画員との距離が狭まり過ぎ、却って多様な
民意の集約に向けた議会内の合意形成を難しくし
ないかなど、懸念が拭えない提言となっている。
また、専業議員を想定しながら、民間勤労者を

含めた当面の有為な人材の確保策も不明瞭で、生
活に困らない年金生活者や資産家、自営業者など
の少数議員によって議会が構成され、議会参画員
の議事参加で補完するとはいえ議決権を有してお
らず、多様な民意を反映できない恐れがある。
公務員の立候補退職後の復職制度の創設も検討

されているが、公務員の政治的中立が実質的に確
保される現実的で実効性ある制度となるのか、十
分な検討が必要である。
「多数参画型議会」については、議会権限を限

定したとしても、議会には数多くの重要な権限が
残る一方、議会運営は、従たる職務として非専業
的に議会活動を行う議員によって担われる。この
ため、議員としての自覚の希薄化とあいまって、
執行部への監視機能をはじめ議会全体の機能低下
を招かないか、懸念される。
また、議会権限から契約・財産等に関する案件

を除外することと議員の請負禁止を撤廃すること
をワンセットにすることを想定している。現行制
度でも、すでに契約の締結、財産の取得又は処分

に関する議会の権限が限定されているにもかかわ
らず、さらにこれを議会権限から除外するとすれ
ば、執行部への監視機能が弱まるのではないか、危
惧される。請負禁止は、地方自治体の適正な事務執
行と議会運営の公正という行財政運営の基本原則
を保障するための制度である。地方議会議員のな
り手不足対策の観点から、議会権限を限定すれば
請負禁止を撤廃してよいと簡単に結論できるのか、
市町村議会の実情を踏まえて慎重な検討が必要で
ある。
契約・財産等に関する案件の除外と議員の請負
禁止の撤廃をバーターするような発想は、地方分
権の潮流の中で、累次にわたり議会権限が拡充さ
れてきたこれまでの政策に逆行するものである。
議会の開催を夜間・休日が基本で平日昼間は年
間数日と想定していることも、市町村の行政が複
雑化・専門化する中、限られた審議時間で適切な
処理が可能なのか、また、兼業議員のためだけでは
なく住民のために、本当に意義のある現実的な開
催方法なのか、先進議会の実態を踏まえて慎重な
検証が必要である。
このような重大な提言について、当事者となる
市町村議会からの意見聴取を後回しにするような
実験主義的な進め方は、議会制度改革の手法とし
て大いに疑問であることを指摘しておきたい。
今回提言された二つの新たな議会は、いずれに
せよ議会の議決権の限定と議員の請負禁止の撤廃
に関する部分を除いて、基本的に現行法と条例に
よって多様な対応が可能なものである。これを立
法によって議会権限の限定を含む規制の枠に押し
込めるような方向は、議会の自主性・自律性を拡
大してきたこれまでの政策と相容れない。本会と
しては、十分な時間をかけて相当慎重に検討を深
めるべき問題を数多く含む報告書であると受け止
めている。
政府においては、本報告書を踏まえ次のステー
ジの検討が予定されているとしても、今後の検討
にあたっては、地方自治の第一線の現場である市
町村議会の意見を幅広くかつ真摯に聴取し、出さ
れた意見や指摘を重く受け止め、くれぐれも拙速
に結論に至ることのないよう、強く要望する。

平成30年3月26日
全国市議会議長会
会 長 山田 一仁

30
年
度
予
算
が
成
立

平
成
30
年
度
予
算
（
閣
議
決
定

時
の
記
事
を
2
0
3
7
号
1
面
に

掲
載
）
が
3
月
28
日
、
参
議
院
本

会
議
で
可
決
し
、
成
立
し
た
。

一
般
会
計
の
総
額
は
過
去
最
大

の
97
兆
7
1
2
8
億
円
（
29
年
度

当
初
予
算
比
0
・
3
％
増
）
。

歳
入
に
お
い
て
、
税
収
は
59
兆

7
9
0
億
円
（
同
2
・
4
％
増
）
。

歳
出
に
お
い
て
、
一
般
歳
出
は

29
年
度
当
初
予
算
比
5
3
6
7
億

円
増
（
同
0
・
9
％
増
）
の
58
兆

8
9
5
8
億
円
。
こ
の
う
ち
、
社

会
保
障
関
係
費
は
同
4
9
9
7
億

円
増
（
同
1
・
5
％
増
）
の
32
兆

9
7
3
2
億
円
と
し
た
。

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計

は
同
3
3
0
3
億
円
減
（
同
12
・

3
％
減
）
の
2
兆
3
5
9
3
億
円
。

6
市
が
中
核
市
に
移
行

4
月
1
日
、
川
口
市
、
八
尾
市
、

明
石
市
、
鳥
取
市
、
松
江
市
が
施

行
時
特
例
市
か
ら
、
福
島
市
が
一

般
市
か
ら
中
核
市
に
移
行
し
た
。

中
核
市
は
、
人
口
20
万
人
以
上

の
市
の
申
し
出
に
基
づ
き
、
政
令

で
指
定
さ
れ
る
。
申
し
出
に
当
た

り
、
市
議
会
の
議
決
、
都
道
府
県

の
同
意（
都
道
府
県
議
会
の
議
決
）

が
必
要
。

特
例
と
し
て
①
条
例
で
の
屋
外

広
告
物
の
設
置
制
限
な
ど
都
市
計

画
等
②
一
般
廃
棄
物
、
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
な
ど
環

境
保
全
③
保
育
所
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
設
置
認
可
・
監
督
な

ど
福
祉
④
県
費
負
担
教
職
員
の
研

修
な
ど
教
育
⑤
保
健
所
の
設
置
、

飲
食
店
営
業
等
の
許
可
な
ど
保
健

衛
生
―
に
関
す
る
事
務
権
限
が
あ

る
。移

行
に
よ
り
中
核
市
は
54
市
、

施
行
時
特
例
市
は
31
市
、
一
般
市

は
6
8
6
市
と
な
る
。

「町村議会のあり方に関する研究会」報告書に対する
全国市議会議長会会長コメント
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41.041.0
43.843.8

２９．９２９．９
58.358.3

24.824.8
31.331.3

20.520.5
47.947.9

12.812.8
6.36.3
6.86.8
8.38.3
6.86.8
8.38.3

58.358.3
55.655.6

200 （％）

相手自治体などとの
調整が難しい

予算の確保が難しい
連携の具体的活動が

わからない
庁内の体制が整わない
連携相手をどう探せば

いいかわからない

議会への説明が
難しい

懸案事項はない
連携すべき分野が

わからない

8.58.5
0.00.0その他

連携あり（117団体）
連携なし（48団体）

「『
都
市
に
お
け
る
広
域
連
携
の
あ
り
方
』に
関
す
る
調
査
研
究
報
告

書
」
の
「
第
Ⅱ
章
都
市
に
お
け
る
広
域
連
携
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
、

前
号
と
今
号
で
概
要
を
掲
載
し
て
い
る
。
今
号
で
は
、「
3
今
後
の
都

市
に
お
け
る
広
域
連
携
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
。

3

今
後
の
都
市
に
お
け
る
広
域

連
携
の
あ
り
方

（
1
）新
し
い
形
の
広
域
連
携
の
動

き（
遠
隔
型
連
携
）
に
つ
い
て

①
新
た
な
段
階
の
広
域
連
携

今
後
の
広
域
連
携
は
、
こ
れ
ま

で
の
事
務
の
共
同
処
理
に
加
え
連

携
協
約
を
基
礎
と
し
、
多
様
な
連

携
を
柔
軟
に
実
施
し
て
い
く
新
た

な
段
階
に
入
っ
た
と
言
え
る
。

②
新
た
な
段
階
の
多
様
な
自
治
体

間
連
携
（
広
域
連
携
の
3
つ
の

タ
イ
プ
）

複
数
自
治
体
で
圏
域
を
構
成
す

る
圏
域
型
自
治
体
間
連
携
で
は
定

住
自
立
圏
と
連
携
中
枢
都
市
圏
が

該
当
。
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略（
2
0
1
6
年
改

訂
版
）」（
平
成
28
年
12
月
22
日
閣

議
決
定
）
で
、
2
0
2
0
年
に
定

住
自
立
圏
1
4
0
圏
域
、
連
携
中

枢
都
市
圏
30
圏
域
ま
で
増
や
す
と

重
要
業
績
評
価
指
標
で
設
定
さ
れ

て
い
る
。

圏
域
を
構
成
せ
ず
、
隣
接
す
る

自
治
体
間
で
個
別
に
協
定
な
ど
を

結
ぶ
連
携
で
は
政
策
ベ
ー
ス
で
の

迅
速
な
連
携
が
想
定
さ
れ
る
。

遠
隔
地
に
位
置
す
る
自
治
体
間

連
携
で
は
遠
隔
地
の
自
治
体
同
士

の
交
流
は
、
姉
妹
都
市
交
流
な
ど

で
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
で

は
明
確
な
目
的
を
持
っ
た
関
係
へ

と
変
化
が
見
ら
れ
る
。

現
在
で
は
、
大
都
市
圏
と
地
方

圏
の
連
携
が
模
索
さ
れ
、
積
極
的

に
検
討
、
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な

い
時
代
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
求
め
ら
れ
る
背
景
（
遠
隔
型
連

携
）

自
治
体
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環

境
の
変
化
。
日
本
が
超
高
齢
・
人

口
減
少
社
会
と
な
る
中
、
離
れ
た

地
域
の
自
治
体
の
リ
ソ
ー
ス
（
地

域
資
源
）
や
特
性
、
機
能
な
ど
の

有
効
活
用
（
共
同
利
用
）
が
新
し

い
課
題
で
あ
る
。

ネ
ッ
ト
社
会
の
到
来
。
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
遠
隔
地

の
自
治
体
同
士
の
連
携
の
可
能
性

が
広
が
っ
て
い
る
。
移
動
す
る
の

は
情
報
や
知
識
、
ア
イ
デ
ア
で
、

情
報
交
換
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
中
心
と
な
る
。

④
遠
隔
型
連
携
の
取
組

遠
隔
型
連
携
の
典
型
的
な
取
り

組
み
は
、
防
災
分
野
の
災
害
時
相

互
応
援
協
定
。
平
成
7
年
の
阪
神

・
淡
路
大
震
災
や
23
年
の
東
日
本

大
震
災
を
受
け
て
広
が
っ
た
。

陸
前
高
田
市
は
、
東
日
本
大
震

災
の
際
、
名
古
屋
市
か
ら
包
括
的
、

継
続
的
支
援
を
受
け
た
こ
と
を
契

機
に
、
24
年
に
友
好
都
市
協
定
を

締
結
。
名
古
屋
市
が
業
務
に
精
通

し
た
職
員
を
同
時
期
に
複
数
派
遣

し
、
組
織
的
に
後
方
支
援
す
る
体

制
を
構
築
。
南
相
馬
市
は
、
震
災

前
か
ら
災
害
時
応
援
協
定
を
結
ん

で
い
た
杉
並
区
が
ハ
ブ
と
な
っ
て
、

協
定
を
結
ん
で
い
な
い
東
吾
妻
町

な
ど
か
ら
支
援
を
受
け
た
こ
と
で
、

25
年
に
災
害
時
相
互
支
援
条
例
を

制
定
し
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

は
、
手
厚
く
、
継
続
的
な
支
援
と

し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

福
祉
の
分
野
で
も
連
携
が
見
ら

れ
る
。
杉
並
区
と
南
伊
豆
町
は
、

22
年
に
閉
園
が
決
定
し
た
南
伊
豆

健
康
学
園
の
跡
地
で
の
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
整
備
を
議
論
。
27
年

に
建
設
、
運
営
実
施
事
業
者
を
決

定
、
30
年
3
月
開
設
を
目
指
し
て

い
る
。
連
携
実
績
が
あ
り
、
継
続

的
で
交
流
が
盛
ん
な
大
都
市
部
と

地
方
都
市
の
連
携
の
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い

る
。連

携
を
単

位
と
す
る
遠

隔
型
連
携

（
近
隣
型
広

域
連
携
同
士

の
遠
隔
型
連

携
）
と
し
て
、

特
別
区
長
会

（
特
別
区
協

議
会
と
連

携
）
の
特
別

区
全
国
連
携

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
あ
る
。
開
始
か
ら
3
年
が
経

過
し
、
本
格
的
な
事
業
実
施
段
階

を
迎
え
て
い
る
。

23
区
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組

む
主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
①

新
た
な
自
治
体
間
連
携
の
創
出
②

市
長
会
・
町
村
会
と
の
広
域
連
携

の
推
進
③
23
区
が
一
体
と
な
っ
た

連
携
事
業
の
実
施
―
を
大
き
な
柱

と
位
置
付
け
て
い
る
。

①
で
は
、
複
数
の
市
町
村
と
区

の
連
携
を
進
め
る
な
ど
、
28
年
度

現
在
で
連
携
・
交
流
を
行
っ
て
い

る
自
治
体
数
は
、
9
0
4
団
体
で

全
国
の
自
治
体
（
都
道
府
県
、
市

町
村
数
を
合
計
）
の
51
・
2
％
と

な
っ
て
い
る
。

②
で
は
、
連
携
の
間
口
を
広
げ

る
た
め
、
各
地
域
の
市
長
会
、
町

村
会
と
の
協
定
締
結
に
よ
る
広
域

連
携
を
推
進
し
て
い
る
。

③
で
は
、
①
自
治
体
間
連
携
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
②
魅
力
発
信

イ
ベ
ン
ト
の
実
施
③
各
地
域
と
の

連
携
を
推
進
す
る
事
業
へ
の
支
援

④
東
京
区
政
会
館
を
活
用
し
た
情

報
発
信
⑤
被
災
自
治
体
に
対
す
る

支
援
―
を
実
施
し
て
い
る
。

⑤
遠
隔
型
連
携
の
特
質
と
持
続
可

能
な
遠
隔
連
携
に
向
け
て

遠
隔
型
の
自
治
体
間
連
携
に
は

▽
相
互
補
完
関
係
の
構
築
が
容
易

で
は
な
い
▽
連
携
構
築
・
維
持
コ

ス
ト
な
ど
が
高
い
▽
住
民
の
理
解

や
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
困
難
―

な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

方
策
と
し
て
▽
連
携
関
係
の
構

築
・
維
持
を
行
政
が
住
民
に
積
極

的
に
働
き
か
け
る
▽
ネ
ッ
ト
社
会

の
特
質
に
適
合
し
た
連
携
に
よ
る

距
離
の
制
約
の
解
消
▽
連
携
協
約

制
度
の
活
用
▽
国
の
支
援
―
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
。

一
般
社
団
法
人
地
域
活
性
化
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
「『
遠
隔
自
治
体

間
連
携
』の
現
状
と
課
題
」（
27
年

3
月
発
表
）
で
は
、
回
答
の
あ
っ

た
市
区
町
村
1
0
4
4
団
体
（
遠

隔
連
携
を
行
っ
て
い
る
�
6
0
6

団
体
、
行
っ
て
い
な
い
�
4
3
8

団
体
）
の
う
ち
、
新
た
に
遠
隔
連

携
を
行
い
た
い
と
回
答
が
あ
っ
た

団
体
（
前
者
�
19
・
6
％
、
後
者

�
11
・
0
％
）
に
対
し
、
新
た
な

連
携
を
行
う
上
で
の
懸
案
事
項

（
と
思
わ
れ
る
も
の
）
を
調
査
し

て
い
る
（
グ
ラ
フ
1
）
。

（
2
）広
域
連
携
の
課
題
及
び
問
題

解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て

①
自
治
体
経
営
の
転
換
期
の
到
来

人
口
構
造
の
変
化
に
伴
う
社
会

の
制
度
や
仕
組
み
の
前
提
条
件
な

ど
の
見
直
し
に
迫
ら
れ
、
自
治
体

経
営
は
、
大
転
換
期
を
迎
え
て
い

る
。
厳
し
い
財
政
制
約
の
中
、
中

長
期
的
な
視
野
で
改
善
を
図
る
た

め
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（
Ｐ
ｌ

ａ
ｎ（
計
画
）、
Ｄ
ｏ（
実
施
）、
Ｃ

ｈ
ｅ
ｃ
ｋ（
評
価
）、
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ
（
改
善
））の
確
立
が
極
め
て
重

要
と
な
っ
て
い
る
。

グラフ1（複数回答あり）

【
4
面
へ
続
く
】

都市研
「『
都
市
に
お
け
る
広
域
連
携
の
あ
り
方
』

に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」（
概
要
）〈
下
〉
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5959 a さらなる財源措置の強化
b 職員派遣など人的支援
c 法人設立や規約制定など
ノウハウの提供

d 市町村への情報提供
e 市町村間の仲介、調整
f 連携中枢都市圏ビジョン懇談会、
定住自立圏共生ビジョン懇談会
などへの参画

g 都道府県による独自の取り組み
などの実施

h さらなる支援などは必要ない
i 特になし
j その他※報告書から抜粋して本紙が作成

②
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
の
確
立

連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
推
進
要

綱
で
は
、
連
携
中
枢
都
市
圏
ビ
ジ

ョ
ン
の
策
定
や
変
更
、
具
体
的
取

り
組
み
実
施
の
う
え
で
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
連
携
市
町
村
と
十
分

な
協
議
を
行
う
と
規
定
し
て
い
る
。

③
成
果
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
の
設
定

連
携
中
枢
都
市
圏
、
定
住
自
立

圏
で
は
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
Ｋ
ｅ
ｙ

Ｐ

ｅ
ｒ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

Ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
）
の
活
用
に
よ

り
、
施
策
や
事
業
の
目
指
す
べ
き

方
向
や
水
準
を
わ
か
り
や
す
く
示

し
、
住
民
や
民
間
事
業
者
な
ど
を

幅
広
く
巻
き
込
み
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
を
回
す
こ
と
で
、
効
果
的

な
事
業
推
進
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

姫
路
市
で
は
、
播
磨
圏
域
連
携

中
枢
都
市
圏
の
事
業
成
果
検
証
の

た
め
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
が
設
定
さ
れ
て
い

た
が
、
目
標
値
を
設
定
し
て
い
な

か
っ
た
。
総
務
省
に
派
遣
さ
れ
て

い
た
職
員
が
現
場
の
評
価
指
標
と

の
擦
り
合
わ
せ
を
行
い
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ

設
定
の
方
法
を
播
磨
ス
タ
イ
ル
と

し
て
確
立
。
29
年
3
月
、
都
市
圏

ビ
ジ
ョ
ン
を
改
訂
、
10
施
策
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。
倉
敷
市
で
は
、

総
務
省
の
設
定
例
を
踏
ま
え
、
高

梁
川
流
域
連
携
中
枢
都
市
圏
の
施

策
・
事
業
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

の
構
築
に
資
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
設
定
、

基
本
目
標
10
項
目
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
35
項

目
を
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
に
位
置
付

け
、
具
体
的
取
り
組
み
が
推
進
さ

れ
て
い
る
。

（
3
）広
域
連
携
の
今
後
の
方
向
性

に
つ
い
て

①
都
市
（
首
長
）
の
役
割

こ
れ
ま
で
以
上
に
首
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
、

地
域
社
会
の
状
況
を
把
握
し
、
長

期
的
な
展
望
で
政
策
の
開
発
に
力

を
注
ぐ
時
代
に
入
っ
た
。

②
議
会
の
役
割

議
決
に
よ
る
団
体
意
思
の
決
定

機
能
や
監
視
機
能
、
政
策
形
成
機

能
な
ど
を
担
う
議
会
の
役
割
は
重

要
と
な
っ
て
い
る
。

行
政
の
資
源
に
限
り
が
あ
る
中
、

議
会
は
、
現
在
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

へ
の
依
存
が
当
た
り
前
な
消
費
者

意
識
が
勝
る
住
民
に
対
し
、
資
源

を
持
ち
寄
り
共
通
課
題
の
解
決
を

図
る
オ
ー
ナ
ー
意
識
を
持
っ
て
取

り
組
む
こ
と
が
、
持
続
性
を
高
め

る
と
発
信
す
る
こ
と
に
適
し
て
い

る
。
今
後
の
自
治
体
運
営
で
は
議

会
の
議
決
が
消
費
者
の
視
点
だ
け

で
な
く
、
オ
ー
ナ
ー
の
視
点
で
の

判
断
を
審
議
・
議
決
の
過
程
で
住

民
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

連
携
中
枢
都
市
圏
な
ど
圏
域
の

形
成
に
際
し
、
連
携
中
枢
都
市
と

連
携
市
町
村
と
の
信
頼
の
確
保
、

合
意
の
形
成
に
向
け
、
審
議
・
議

決
の
過
程
で
連
携
の
必
要
性
を
住

民
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

今
後
の
広
域
連
携
に
よ
る
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
は
、
議
会
が

ど
の
よ
う
に
監
視
機
能
を
発
揮
し

住
民
意
思
を
反
映
さ
せ
る
の
か
、

議
会
の
広
域
連
携
へ
の
関
わ
り
が

注
目
さ
れ
る
。
民
主
的
統
制
の
た

め
、
よ
り
積
極
的
な
議
会
の
関
与

が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

広
域
連
携
に
関
す
る
議
会
の
監

視
は
、
地
方
制
度
調
査
会
な
ど
で

圏
域
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
不

断
の
チ
ェ
ッ
ク
が
指
摘
さ
れ
て
い

た
。
他
の
市
町
村
の
関
係
職
員
に

意
見
を
聴
く
仕
組
み
や
近
隣
市
町

村
の
事
務
を
受
託
し
た
団
体
が
委

託
団
体
に
事
業
評
価
を
提
出
す
る

仕
組
み
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
住

民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す

た
め
、
適
切
な
監
視
・
統
制
の
手

法
を
規
約
な
ど
に
盛
り
込
む
こ
と

も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
行
政
監
視
機
能
と
政
策

立
案
機
能
の
強
化
で
は
、
各
議
会

で
の
議
会
改
革
の
さ
ら
な
る
進
展

が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
自
治
体

の
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら

か
に
し
、
住
民
が
納
得
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
、
議
員
が
地
域
に

出
向
き
市
民
と
直
接
の
意
見
交
換

を
行
う
こ
と
な
ど
が
議
会
改
革
の

中
で
も
特
に
重
要
と
し
て
広
が
っ

て
い
る
。
議
会
基
本
条
例
の
制
定
、

議
員
間
の
討
議
、
情
報
公
開
な
ど

改
革
の
成
果
を
踏
ま
え
、
圏
域
の

取
り
組
み
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
広
域
連
携
に
も
大
い

に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

政
策
法
務
に
精
通
し
た
職
員
確

保
や
議
会
図
書
室
の
充
実
・
機
能

強
化
な
ど
議
会
事
務
局
の
充
実
も

重
要
で
あ
る
。
特
に
、
議
会
独
自

の
情
報
源
と
し
て
強
い
議
会
を
支

え
る
議
会
図
書
室
を
確
立
す
る
こ

と
で
、
議
会
の
政
策
立
案
機
能
向

上
に
貢
献
す
る
。
面
積
、
予
算
の

課
題
は
、
大
学
や
近
隣

自
治
体
な
ど
の
図
書
館

と
の
連
携
に
よ
り
、
専

門
的
な
蔵
書
な
ど
資
料

・
情
報
源
を
カ
バ
ー
し
、

公
共
図
書
館
に
な
い
資

料
を
確
保
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

議
会
図
書
室
（
大
学

図
書
館
、公
立
図
書
館
）

の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能

（
学
習
・
研
究
・
調
査

を
目
的
と
し
た
情
報
や

資
料
の
収
集
を
図
書
館

員
が
助
け
る
こ
と
）
に

よ
り
、
議
会
で
の
質
疑

・
一
般
質
問
の
作
成
な

ど
、
政
策
立
案
へ
の
活

用
が
期
待
さ
れ
る
。

行
政
視
察
（
常
任
委
員
会
の
所

管
事
務
調
査
な
ど
）
を
積
極
的
に

実
施
し
、
得
ら
れ
た
知
見
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
連
携
協
約
に
基
づ

く
事
務
の
審
議
（
締
結
・
変
更
な

ど
）
に
際
し
①
付
託
議
案
の
審
査

に
活
用
す
る
②
所
属
議
員
が
特
定

の
調
査
事
項
に
つ
い
て
委
員
会
の

意
見
を
議
案
な
ど
と
し
て
提
出
す

る
③
執
行
機
関
を
監
視
し
、
チ
ェ

ッ
ク
す
る
―
な
ど
の
役
割
等
が
期

待
さ
れ
て
お
り
、
行
政
監
視
機
能

と
政
策
立
案
機
能
の
強
化
に
つ
な

が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

圏
域
の
発
展
が
各
自
治
体
の
発

展
に
資
す
る
と
い
う
相
互
依
存
の

共
通
認
識
が
必
要
で
、
相
互
の
懸

念
を
解
消
し
信
頼
関
係
を
構
築
す

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
な
り
、

住
民
代
表
で
あ
る
議
会
の
役
割
が

こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
る
。

③
国
・
都
道
府
県
の
役
割

自
治
体
の
広
域
連
携
の
形
成
、

維
持
、
発
展
の
た
め
、
国
・
都
道

府
県
の
支
援
は
極
め
て
重
要
で
、

広
域
連
携
の
進
展
に
伴
い
新
た
に

発
生
す
る
課
題
へ
の
柔
軟
な
対
応

の
た
め
の
検
討
が
期
待
さ
れ
る
。

都
市
行
政
問
題
研
究
会
で
は
、

加
盟
82
市
に
対
し
、
広
域
連
携
の

際
の
国
や
都
道
府
県
に
求
め
る
支

援
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
い
る

（
グ
ラ
フ
2
）
。

④
産
官
学
金
労
言
等
の
関
係
者
の

役
割

今
後
の
人
口
減
少
社
会
に
お
け

る
広
域
連
携
の
取
り
組
み
で
は
、

近
隣
自
治
体
や
民
間
、
住
民
な
ど

産
官
学
金
労
言
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス

を
活
用
す
る
仕
組
み
を
構
築
し
、

機
能
さ
せ
、
問
題
解
決
を
図
る
こ

と
が
圏
域
の
発
展
に
大
き
く
影
響

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
ま
と
め

広
域
連
携
が
地
方
の
活
力
を
取

り
戻
し
、
高
め
る
こ
と
で
、
全
国

の
都
市
自
治
体
が
中
核
的
な
役
割

を
果
た
し
、
各
都
市
が
国
の
発
展

を
け
ん
引
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

【
3
面
か
ら
続
く
】

グラフ2（複数回答あり）
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